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（仮称）阿武隈南部風力発電事業環境影響評価準備書に対する環境影響評価法（平成９

年６月１３日法律第８１号）第２０条第１項の意見 

 

１ 総括的事項 

(1) 本事業計画は、屹兎屋山とその南側支稜及び西側支稜を含む福島県いわき市、双葉

郡広野町及び楢葉町の行政界付近の山稜上を大規模に風力電源開発するものである

が、対象事業実施区域及びその周辺は豊かな自然環境を有する地域であることから、

最新の環境対策や施工方法等を積極的に採用することにより、事業の実施による環境

への影響を最大限低減すること。 

なお、計画施設により発電した電力が有効利用されるよう系統連系の計画に十全を

期すとともに、本事業計画が固定価格買取制度（ＦＩＴ）のもとで、健全に持続可能

なものとなっていることを明らかにすること。 

(2) 累積的な環境影響については、近隣に計画されている二事業のうち一事業について

のみ、本事業計画の環境影響評価に反映していることから、別の事業者との情報交換

にも努め、評価を行うこと。 

(3) 事業の実施に当たっては周辺住民の理解が不可欠であることから、住民に対し事業

による環境への影響を積極的かつ分かり易く説明して十分な理解を得るとともに、住

民からの意見や要望に対して誠意を持って対応すること。 

  また、環境影響評価図書については、縦覧期間の終了後においてもインターネット

による縦覧を可能にするなど、周知徹底を図り、住民の利便性向上に努めること。 

(4) 風力発電機等を長期間に渡り稼働させる計画であることから、供用中は、適切な運

転管理及び設備更新等を行い、経年劣化による不具合等により、周辺への環境影響の

増加が生じないようにすること。 

(5) 工事施工業者等に対する指導・監督を徹底したうえで環境影響評価準備書（以下

「準備書」という。）及び今後作成する環境影響評価書（以下「評価書」という。）に

記載する環境保全措置を確実に実施し、その経過や結果を事業者のホームページにお

いて公表するなど、積極的な情報公開に努めること。また、今後、事業内容を変更す

る必要が生じ、当該変更が既存の環境影響評価結果に影響を与えるおそれがある場合

には、必要に応じて当該変更内容に係る調査、予測及び評価を追加し、適切な環境保

全措置を講じること。 

 

２ 大気質について 

 対象事業実施区域の周辺には住宅等が存在することから、建設工事や資材の輸送等に

伴い発生する窒素酸化物及び粉じん等が、周辺住民の生活環境へ影響を及ぼすことのな

いようにすること。 
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３ 騒音、振動及び低周波音について 

(1) 騒音、振動及び低周波音（以下、「騒音等」という。）については住民の関心も高い

ことから、再度、準備書に記載されている調査結果が、対象事業実施区域及びその周

辺への影響を適切に評価できているか否かについて確認すること。 

(2) 騒音等の感じ方には個人差があり、風力発電機の立地環境や住宅の状況も異なるこ

とから、事業の実施に当たり周辺住民の生活環境に影響が発生することが明らかとな

った場合には、速やかに原因を究明し、必要に応じて追加的な環境保全措置を講じる

こと。 

 

４ 地形・地盤について 

風力発電機等の設置に当たっては、樹木の伐採や土地の改変を最小限に留めるととも

に、十分な調査等により地盤の状況を確認し、軟弱な地盤、断層の分布範囲等を避けて

工事を実施し、土砂災害が生じないようにすること。なお、工事に伴う土砂災害が生じ

た場合の対策の検討を追加し、その結果を評価書に記載すること。 

 

５ 水環境について 

(1) 対象事業実施区域は、いわき市水道水源保護条例により「水道水源保護地域」に指

定されており、地下水等を生活用水として使用している地域であるため、地形改変等

による地下水への影響が発生するまでには時間がかかることを考慮して、地下水等の

水質や水量に係る事前及び事後調査を実施すること。なお、事業の実施に伴う生活用

水への影響が確認された場合には、速やかに原因を究明し、追加的な環境保全措置を

講じること。 

(2) 濁水流出防止のための沈砂池については、近年の気象状況をふまえ、過去に例を見

ない集中豪雨の場合でも十分に対応可能な容量を確保すること。また、沈砂池の点検

に関する検討を追加し、その結果を評価書に記載すること。 

 

６ 風車の影について 

風車（風力発電機）の影については、指針値を下回っているが、事業の実施に当たり

周辺住民の生活環境に影響が発生することが明らかになった場合には、速やかに原因を

究明し、必要に応じて追加的な環境保全措置を講じること。 

 

７ 動植物・生態系について 

(1) 対象事業実施区域及びその周辺は自然豊かな山林であり、希少な動植物の生息が確

認されていることから、環境保全措置を確実に実施し、動植物・生態系への影響を最

大限低減すること。 

  なお評価書においては、環境保全措置の具体的な内容を明示するなど、より分かり
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やすい表現となるよう留意すること。 

(2) 準備書に記載された調査結果が、現地の動植物等の行動圏や分布域等に応じた十分

な調査となっているかを再度確認し、必要に応じて未調査地点等での調査を追加する

こと。なお、現地調査の結果明らかとなった希少な動植物の生息地周辺については、

工事施工担当者等が安易に立ち入り等をすることのないようにすること。 

(3) 対象事業実施区域において希少な鳥類やコウモリ類等の生息が確認されているこ

とから、それらの風力発電機への衝突を防止するため、カットイン風速を変更できる

風力発電機の導入、風力発電機のブレードの視認性を高める塗装、風力発電機ナセル

へのコウモリ類が忌避する超音波発生装置の設置、採餌のために風力発電機の敷地に

接近することを抑制する効果のある木質チップや砂利の敷き撒き等の対策の検討を

追加し、その結果を評価書に記載すること。 

(4) 現地調査の結果、樹洞を主なねぐらとするコウモリ類や希少な着生性植物の生息が

確認されたこと、また対象事業実施区域内にはモモンガやヤマネ等の樹洞性動物が生

息している可能性があることから、事業の実施にあたり改変区域内の樹洞の分布を確

認すること。 

(5) 対象事業実施区域には、阿武隈山地では貴重な鳥類である小型種二種の生息が想定

されることから、必要に応じて事後調査の実施を検討すること。また事後調査の結果、

影響の程度が著しいことが明らかとなった場合には、追加的な環境保全措置を講じる

こと。 

(6) 土地の改変に伴い、改変箇所の裸地化等により侵略的な外来植物種の生育範囲が拡

大し、周囲の植生等に影響を及ぼすおそれがあることから、土地改変区域及びその周

辺における外来植物種の生育状況を把握するとともに、その生育範囲が拡大しないよ

う施工計画を検討すること。なお、伐採跡地の植栽に当たっては、周辺の生態系に影

響を与えないよう在来植物を優先して検討すること。 

 

８ 景観、人と自然との触れ合いの活動の場について 

(1) 対象事業実施区域には、登山愛好者などに親しまれている猫鳴山や屹兎屋山がある

ことから、風力発電機の配置等に当たっては、地元の登山愛好者や山岳会などからの

準備書に対する意見を、可能な限り今後の事業計画に反映させること。 

(2) 風力発電機への航空障害灯の設置については、環境影響を及ぼすことのないよう適

切な環境保全措置を講じること。 

 

９ 廃棄物等について 

(1) 工事に伴い、伐採木が約 25,000m3発生すると予測しており、その処理方法として、

全量を現地で土砂流出防止柵用資材または破砕処理により木材チップに加工し、風力

発電機ヤードの敷き均し材等として有効利用することとしている。しかし、大量の伐



4 

 

採木を全て有効利用することの根拠が明確でないことから、具体的な利用方法（発電

所内での利用場所、利用量等）を可能な限り明確にして評価書に記載すること。 

また、伐採木を現地で破砕処理する際、原子力発電所事故に由来する放射性物質を

含む可能性のある粉じんが発生することが想定されるため、その飛散防止対策を評価

書に記載すること。 

(2) 事業の実施に当たり、放射性物質濃度が 8,000Bq/kgを超える廃棄物が発生した場

合、当該廃棄物の処理は「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震

に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処

に関する特別措置法（平成 23年 8月 30日法律第 110号）」（以下「放射性物質汚染対

処特措法」という。）に基づく必要がある。 

  このため、当該廃棄物が発生した場合の、放射性物質汚染対処特措法に基づく具体

的な手続きの内容を評価書に記載すること。 

(3) 発生土や廃棄物等の一時的な保管に当たっては、定められた場所及び条件による保

管を徹底し、降雨に伴う濁水が流出しないように沈砂池への導水等を適切に実施する

こと。また、風力発電所の長期供用中の異常気象等により、放射性物質により汚染さ

れた廃棄物等の流出がないよう、その対策を具体的に評価書に記載すること。 

 

１０ 放射線の量について 

(1) 現地調査の結果、対象事業実施区域及びその周辺では、一部において、空間線量率

が比較的高い場所が存在し、表層土壌には多量の放射性物質が沈着していることが判

明した。 

  空間線量率については、現時点で歩行による測定が可能な経路において調査を実施

しているが、土壌の測定地点が少なく、対象事業実施区域内の汚染状況が的確に把握

されていないと考えられる。このため、工事の実施に当たっては、全ての風力発電機

設置場所及び発電所工事用道路上の複数地点において、空間線量率及び必要に応じて

土壌中の放射性物質濃度を測定し、現地の状況を詳細に把握すること。 

(2) 土地の造成に当たっては、放射性物質濃度の高い表層土壌を盛土の下層部に移動さ

せ、上部は放射性物質濃度の低い土壌で覆土するとしているが、土壌中の放射性物質

濃度が高い山稜上において大規模な造成を行う際、当該方法が有効かつ現実的である

か不明である。このため事業の実施に当たっては、関係機関との協議や「除染関係ガ

イドライン（平成２５年５月、環境省）」等を参考にして当該方法の効果の有無や実

現性を確認すること。 

(3) 工事用車両のタイヤ等に付着した放射性物質を含む土砂の拡散を防止するために

タイヤを洗浄するとしているが、その洗浄に使用した排水の処理方法が不明であるこ

とから、具体的な方法を評価書に記載すること。 

(4) 対象事業実施区域内では、空間線量率の最大値として 2.36μSv/時が計測されてい
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るなど空間線量率が比較的高い場所が存在しており、放射線による被ばくが懸念され

ることから、計画施設の工事中及び供用中において、一般人の立入制限措置など、住

民の安全を確保する具体的な方法を評価書に記載すること。 

(5) 事後調査について、河川、沈砂池の水質に加えて、同地点の底質を調査項目に追加

すること。 

 

１１ 文化財について 

対象事業実施区域内には、埋蔵文化財包蔵地「十文字Ａ遺跡」が所在し、また、風力

発電機の輸送経路である一般国道 399 号線の沿線には、いわき市指定天然記念物「内倉

湿原」や埋蔵文化財包蔵地「内倉遺跡」が所在していることから、道路の拡幅工事や風

力発電機の輸送において、それらの文化財等へ影響が及ぶことのないよう配慮すること。 

 

１２ 電波障害について 

計画発電所の着工前に現地調査を行い、電波の受信状況の悪化が認められると判断し

た場合、適切な対策を実施するとしているが、その内容が明らかでないことから、想定

する対策の内容を評価書に具体的に記載すること。 

 

１３ その他 

(1) 資材の運搬等に当たり、対象事業実施区域及びその周辺の道路における交通安全対

策を十分に検討すること。 

(2) 近年、落雷や強風等による風力発電機の破損事故の報告事例が増えていることか

ら、計画施設供用中の維持・安全管理、事業中断を含む廃止、計画事業期間満了後の

事業更新、環境回復措置等についてあらかじめ十分に検討すること。 

(3) 事業の実施にあたり、対象事業実施区域及びその周辺の農林水産業等に影響を及ぼ

すことがないようにすること。 

(4) 本事業計画の推進に当たっては、必要に応じて関係機関と協議すること。 


